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住宅セーフティネット制度（住宅確保要配慮者の範囲）

① 低額所得者
（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して
いる者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの
として国土交通省令で定める者

法律で定める者

・外国人 等
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある

者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、
児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、
ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設
退所者等、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が
供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。
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出典：「居住支援協議会設立・運営の手引き」p.6, 居住支援協議会 調査ワーキング, 令和３年４月

居住支援政策のターゲット
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住宅確保要配慮者に対する賃貸人の入居制限の状況

高齢者に対して
約７割が拒否感

外国人に対して
約６割が拒否感

障がい者に
対して

約７割が拒否感

住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人の意識

○住宅確保要配慮者の入居に対して、賃貸人の一定割合は拒否感を有しており、入居制限がなされている状
況。家賃の支払いに対する不安等が入居制限の理由となっている。

子育て世帯に対して
約２割が拒否感

従前と変わらず拒否感はない 従前は拒否感があったが現在はない

拒否感はあるものの従前より弱くなっている 従前と変わらず拒否感が強い

従前より拒否感が強くなっている

出典：（令和３年度）家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書

入居制限する理由

入居制限の状況
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被災者は不可

ひとり親世帯は不可

ＬＧＢＴは不可

ＤＶ被害者は不可

児童養護施設退所者は不可

子育て世帯は不可

低額所得者（困窮以外）は不可

犯罪被害者は不可

生活困窮者は不可

身体障害者は不可

外国人は不可

生活保護受給者は不可

刑余者は不可

知的障害者は不可

高齢者は不可

精神障害者は不可

3.2

5.1

6.2

7.3

7.3

13.0

23.0

28.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

入居者以外の者の出入りへの不安

習慣・言葉が異なることへの不安

主な入居者と異なる属性の入居による居住環境の変化への…

家賃の支払いに対する不安

住宅の使用方法等に対する不安

居室内での死亡事故等に対する不安

生活サイクルが異なることへの不安

他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安

（％）
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○ 我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住
宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・
空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律
(平成29年4月26日公布10月25日施行)

住宅セーフティネット制度の概要
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居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの
・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）

・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円等）。
・［R５年度当初予算］居住支援協議会等活動支援事業（10.5億円）

居住支援法人制度の概要

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。
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居住支援協議会の概要

概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

（１）設立状況 132協議会が設立（令和5年9月30日時点）
○ 都道府県（全都道府県）
○ 市区町（90市区町）
札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、山形市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代田区、
新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、
足立区、葛飾区、大田区、世田谷区、江戸川区、目黒区、渋谷区、八王子市、府中市、調布市、
町田市、西東京市、立川市、日野市、狛江市、多摩市、小金井市、武蔵野市、あきる野市、川崎
市、横浜市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、座間市、茅ヶ崎市、厚木市、岐阜市、菊川市、越前市、
小海町、名古屋市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、豊中市、岸和田市、摂津市、
吹田市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、廿日市市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、
中間市、大牟田市、うきは市、直鞍地区(直方市・宮若市・鞍手町・小竹町)、久留米市、みやき町、
竹田市、豊後大野市、熊本市、合志市、日向市、とくのしま(徳之島町・天城町・伊仙町)、霧島市、
奄美市

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・メンバー間の意見・情報交換
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋
・住宅相談サービスの実施
（住宅相談会の開催、住宅相談員の配置等）
・家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介
・賃貸人や要配慮者を対象とした講演会等の開催

（３）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への
入居の円滑化に関する取り組みを支援
〔令和５年度予算〕
居住支援協議会等活動支援事業（10.5億円）

居住支援協議会居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動
産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立

 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施
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出典：「居住支援協議会設立・運営の手引き」p.7, 居住支援協議会 調査ワーキング, 令和３年４月

都道府県と市町村の協議会活動の違い
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居住支援協議会等への活動支援

居住支援協議会居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

令和５年度当初予算：10.5億円

居住支援協議会等活動支援事業

事業主体 住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会、居住支援法人または
地方公共団体等

補助対象
事業

① 入居前支援（相談窓口の開設や不動産店・内覧の同行等）
② 入居中支援（見守りや生活相談、緊急時対応等）
③ 死亡・退去時支援（家財・遺品整理や処分、死後事務委任等）
④ セミナー・勉強会等の開催（制度や取組等の周知普及）
⑤ 関係者間のネットワーク形成や拡充に資する取組み
⑥ 地方公共団体において、住まいを含む総合相談窓口を設置する等、住

宅・福祉の連携によるモデル的な体制を整備 等

補助率・
補助限度
額

定額

10,000千円/協議会等（なお、外国人の入居の円滑化に係る活動、孤独・
孤立対策としての見守り等、空き家等を借りてサブリース方式で支援付
きのセーフティネット住宅の運営、アウトリーチ型による入居支援、入
居後支援を実施する団体との連携または賃貸借契約もしくは家賃債務保
証契約における緊急連絡先の引受けを実施する場合は12,000千円/協議会
等）

下線部は令和4年度補正予算における拡充事項

居住支援協議会、居住支援法人または地方公共団体等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関す

る活動等に係る事業に対して支援を行う （事業期間：令和２年度～令和６年度）

居住支援協議会
・ 設立状況；132協議会（全都道府県・90市区町）が設立（R5.9.30時点）

居住支援法人

・ 地方公共団体、不動産関係団体、居住支援法人等が連携して協議会を設立

・設立状況；741者（47都道府県）が指定（R5.9.30時点）

・ 都道府県が、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人（公益社団法人・財団法人を含む）、社会福祉法人、居住支援を
目的とする株式会社等 を指定 9



住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(厚生労働省、国土交通省、法務省による合同設置）

【趣 旨】
生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、刑務所出

所者などの住宅の確保に配慮を要する方々（住宅確保要配
慮者）が安心して生活を送るためには、生活の基盤となる
住まいを確保することが重要であり、今後の単身高齢世帯
等の増加により、住宅確保要配慮者の居住ニーズは高まる
ことが見込まれる。

このため、厚生労働省、国土交通省、法務省の３省合同
による本検討会を設置し、住宅確保要配慮者の円滑な住ま
いの確保や、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援
機能等のあり方について検討する。
【事務局】

厚生労働省、国土交通省、法務省

検討会の概要

第1回 令和5年7月3日
・住宅確保要配慮者の居住支援関連政策の現状と課題等

第2回 令和5年8月1日
・関係団体からの報告①

第3回 令和5年8月28日
・関係団体からの報告②

第4回 令和5年9月23日
・住宅確保要配慮者の居住支援機能等に関する議論の整理

（中間とりまとめ素案）

第5回 令和5年12月5日
・住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ案

開催スケジュール

【委 員】
◎大月 敏雄 東京大学大学院工学系研究科 教授

井上 由起子 日本社会事業大学専門職大学院 教授
常森 裕介 東京経済大学現代法学部 准教授
中川 雅之 日本大学経済学部 教授
三浦 研 京都大学大学院工学研究科 教授
矢田 尚子 日本大学法学部 准教授
奥田 知志 （一社）全国居住支援法人協議会共同代表 副会⾧

NPO法人抱樸 理事⾧
早野 木の美 （公社）日本消費生活アドバイザー･コンサルタン

ト･相談員協会
荻野 政男 （公財）日本賃貸住宅管理協会 常務理事
岡田 日出則 （公社）全国宅地建物取引業協会連合会 理事
三好 修 （一社）全国居住支援法人協議会共同代表 副会⾧

（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 前会⾧
出口 賢道 （公社）全日本不動産協会 常務理事
金井 正人 社会福祉法人全国社会福祉協議会 常務理事
稲葉 保 更生保護法人全国更生保護法人連盟 事務局⾧
林 星一 座間市福祉部参事兼福祉事務所⾧兼地域福祉課⾧
加藤 高弘 名古屋市住宅都市局住宅部⾧

【オブザーバー】
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人住宅金融支援機構

委員等（順不同、敬称略）◎座⾧
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○ 人口減少が進む一方、高齢者（特に75歳以上）は増加。
単身の高齢者は2030年には800万世帯に迫る見通し
※75才以上人口 約1,613万人（2015年）→ 約2,288万人（2030年推計

○ 住宅確保要配慮者（以下「要配慮者」）は、住宅に困って
いるだけでなく複合的な課題を抱えている場合が多い。

・居住支援法人716法人 ・居住支援協議会 132協議会 うち、都道府県47（100％）市区町村90（5％）
・要配慮者専用の住宅やすぐに入居できる住宅が少ない（登録住宅約87万戸うち専用住宅5,357戸、登録住宅の空室率2.3%）
・登録住宅に低家賃の物件が少ない（家賃5万円未満は19%(東京都1％））

要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居
するための市場環境の整備

賃貸住宅の空き家・空き室が相当数ある
ことを踏まえ、賃貸人の不安を解消しつ
つ住宅ストックを積極的に活用

中間とりまとめ（案）の概要
第5回検討会（R5.12.5）資料

中間とりまとめ（案）を基に作成

住宅確保要配慮者（賃借人）を取り巻く現状・課題
○ 要配慮者の孤独死等への不安から、一定割合が拒否

感を有している。
※高齢者、障害者に対する大家の入居拒否感:約7割
※高齢者の入居拒否の理由:居室内での死亡事故等への不安が約9割

○ 民間賃貸住宅の空き家は増加傾向。民間ストックは
単身世帯向けの比較的小さいものが多い。
※空き家数は 約849万戸。そのうち賃貸用空き家は 約433万戸
※住戸面積30㎡未満の民間賃貸住宅は約32％ （公営住宅は1%）

現行の住宅セーフティネット制度の現状・課題

住宅セーフティネットの機能を一層強化するため、多様な主体が協働して取り組む仕組みの構築や、制度の充実・見直
し、補助、税制等幅広い方策について検討を進め、可能な限り早期に実施するよう、国土交通省、厚生労働省、法務省
が連携して取り組むべきである。

今後に向けて

現状・課題

基本的な方向性

住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会

今後の議論等によっては変更の可能性がある。

大家（賃貸人）を取り巻く現状・課題

今後の取組（検討事項）
①居住支援の充実 ②大家（賃貸人）が住宅を提供しやすい市場環境の整備
③住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策 ④地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり

⇒具体的な検討事項は次ページ
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「住宅」と「福祉」が緊密に連携し、行政が
積極的に関与しつつ相談から入居前、入居中、
退居時までの一貫した総合的・包括的な支援
体制を構築。居住支援法人の効果的な活用。



○ 住宅部局と福祉部局の連携による総合的で地域に密
着したハード、ソフトに関する情報提供・相談体制の
構築・充実。入居前から退居時（死亡時含む）まで切
れ目なく対応する体制を整備（居住支援協議会を積極
的に活用）

○ その際、福祉・住宅相談窓口等における住まいに関
する相談・支援機能の強化・明確化

○ 居住支援法人が安定的に地域で必要な取組を行うた
めの仕組み（サブリース事業の円滑な実施を含む）

○ 居住支援法人等が緩やかな見守りを行い、必要な福
祉サービスにつなぐなど、伴走型のサポートを行う新
たな住宅の仕組みの構築

①住宅確保要配慮者（賃借人）への居住支援の充実 ②大家（賃貸人）が住宅を提供しやすい市場環境の整備

○ セーフティネット住宅の居住水準の見直し、改修費への支援の柔軟な運用等
○ 公営住宅等の公的賃貸住宅との役割分担と公的賃貸住宅ストック等の積極的活用
○ 住宅だけではない、地域における居場所（いわゆるサードプレイス）づくりの取組の推進

③住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策

○ 基礎自治体レベルで関係者が連携し、各種制度や地域の取組・資源を活用した総合的・包括的な体制整備を図
るため、市区町村における居住支援協議会の設置の更なる推進

○ 一人一人の様々な状況・課題に合わせた必要な支援を適切にコーディネートするための体制
○ 刑務所出所者等への見守り等の支援による賃貸人の理解と協力の拡大

④地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり

今後の取組（具体的な検討事項）
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○ 要配慮者に対する家賃債務保証制度の充実、緊急連絡
先が確保できないなどの課題への対応

○ 生活保護受給者への住宅扶助の代理納付の原則化

○ 居住支援法人の関与など、孤独死した場合の残置物処
理等の負担を軽減できる仕組み

○ 終身建物賃貸借（死亡時に借家権が相続されない賃貸
借）の対象住宅の拡大や事務手続きの簡素化

○ 賃貸人が安心して住宅を提供できるよう、安否確認や
見守りなどの入居中のサポートの充実


